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 昨今の学校現場における児童の安全を脅かす事案について、多摩市教育委員会からの指導伝達も含め

て、以下のような対応を本校として運用してまいります。本校としては遅刻・早退時の保護者同伴や門

の開閉については、これまでもお願いしてきていましたが、児童の安全を考え、新たなルールも設定い

たしました。地域や保護者、関係事業者の皆様におかれましては、お手数かと思いますが学校安全の方

策についてご理解をいただき、運用へのご協力をお願い申し上げます。 

 

１ 門扉や児童昇降口の開閉について 

 （１）西門（児童の登下校で使用している門） 

  ①８：３０以降（前後する場合有）、児童の下校時刻までは「かんぬき」をかけて閉門しています。 

  ②児童の遅刻や早退には必ず保護者が同伴し、出入りの際は必ず閉門をしてください。 

 （２）正門の開閉について 

  ①８：３０以降、西門と同様に大門（スライド式）と脇門について閉門しています。 

  ②車両入構や脇門からの来校の場合は、必ず都度の閉門をお願いします。 

  ※特に車両入構者の閉門を必ずお願いします。 

 （３）児童昇降口（西側・中央・図工室横）の閉門 

  ①８：３０以降、西門・正門と同様に閉門します。 

  ②授業時間中の児童の往来（体育や屋外観察等）時は、教員が開閉します。 

  ③児童昇降口は、授業時間中の保護者や来客の出入りには使えません。 

 （４）児童昇降口の休み時間や下校時の開閉 

  ①休み時間の開始時や下校時に、教職員が開門します。 

  ②閉門も教職員が行います。 

 

２ ８：３０以降の校舎内への入構について 

 （１）保護者が遅刻や早退に同伴するため来校した場合 

  ①校舎北側の職員玄関を使用してください。同伴の児童も職員玄関からの入構でお願いします。 

  ②職員玄関横のインターフォンを鳴らし、対応した者にお名前と要件を伝えてください。 

 （２）来校者名簿への記入 

①職員玄関内の受付前に設置された、来校者名簿への記名をお願いします。 

②入退の時刻の記入もお願いします。 

  ③校舎内では入校証（保護者証）の着用をお願いします。 

 

３ その他 

 上記は既発の内容も含めて本日より運用してまいります。運用後に発生した課題については、校内で

検討し、方策に修正を施す場合は、その都度お知らせをしてまいります。 

 また、学校公開や運動会等、多くの方が来校される行事の対応については、別途お知らせいたします。 

 なお、特段の事情によって運用への対応が難しい場合は、直接お問い合わせください。 


